
大口町告示第１ １ ４ 号 

 

 大口町被災者生活再建支援金支給要綱の一部を改正する要綱を次のよう に定める。 

 

  令和３ 年９ 月３ ０ 日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

大口町被災者生活再建支援金支給要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町被災者生活再建支援金支給要綱（ 平成３ ０ 年大口町告示第６ ２ 号） の一部

を次のよう に改正する。  

第２ 条第２ 号に次のよう に加える。  

オ 当該自然災害により その居住する住宅が半壊し 、 居室の壁、 床又は天井の

いずれかの室内に面する 部分の過半の補修を 含む相当規模の補修を 行わな

ければ当該住宅に居住するこ と が困難であると 認めら れる世帯（ イ から エま

でに掲げる世帯を除く 。）  

第４ 条中「 次に」 を 「 次の各号に」 に改め、 同条第２ 号中「 大規模半壊」 の次に

「 、 中規模半壊」 を加える。  

別表中「 千円」 を 「 万円」 に改め、 同表複数世帯の部中「 １ ， ０ ０ ０ 」 を「 １ ０

０ 」 に、「 ２ ， ０ ０ ０ 」 を「 ２ ０ ０ 」 に、「 ３ ， ０ ０ ０ 」 を「 ３ ０ ０ 」 に、「 ５ ０ ０ 」

を「 ５ ０ 」 に、「 １ ， ５ ０ ０ 」 を「 １ ５ ０ 」 に、「 ２ ， ５ ０ ０ 」 を「 ２ ５ ０ 」 に改め、

同部に次のよう に加える。  

半壊し 、中規模な補修
が必要な場合 

（ 第２ 条第２ 号オに
該当）  

 

建設又
は購入 

１ ０ ０  １ ０ ０  

補修 ５ ０  ５ ０  

賃借 ２ ５  ２ ５  

別表単数世帯の部中「 ７ ５ ０ 」 を「 ７ ５ 」 に、「 １ ， ５ ０ ０ 」 を「 １ ５ ０ 」 に、「 ２ ，

２ ５ ０ 」 を「 ２ ２ ５ 」 に、「 ３ ７ ５ 」 を「 ３ ７ ． ５ 」 に、「 １ ， １ ２ ５ 」 を「 １ １ ２ ．

５ 」 に、「 １ ， ８ ７ ５ 」 を 「 １ ８ ７ ． ５ 」 改め、 同部に次のよう に加える。  

半壊し 、中規模な補修

が必要な場合 
（ 第２ 条第２ 号オに

該当）  

 建設又

は購入 

７ ５  ７ ５  

補修 ３ ７ ． ５  ３ ７ ． ５  

賃借 １ ８ ． ７ ５  １ ８ ． ７ ５  

「          申請者                

世帯主以外の方が申請する場合はその理由 

 

様式第１ 中 

 



 

                                    」  

「                申請者               

                世帯主以外の方が申請する場合はその理由 

 

を 

 

                                    」  

に改め、  

「  

被害状況 
・ 全壊    ・ 半壊又は敷地の被害による住宅の解体 

・ 長期避難  ・ 半壊による大規模補修 

」  

を  

「  

被害状況 
・ 全壊    ・ 半壊又は敷地の被害による住宅の解体 

・ 長期避難  ・ 半壊による大規模補修 ・ 半壊による中規模補修 

」  

に改め、  

「  

区 分 
今回申請（ Ｃ ）  受給済（ Ｄ ）  

添付書類 
複数世帯 単数世帯 複数世帯 単数世帯 

建設又は購入 200 万円 150 万円 契約書の写し  

その他 
（       ）  

補修 100 万円 75 万円

賃借 50 万円 37. 5 万円 50 万円 37. 5 万円

 申請額（ Ｃ －Ｄ ）       万円 

                                   」 

を  

  

申請回数［ 支給番号］  

初回  ２ 回目以降[   ]  



 

「  

区 分 
今回申請（ Ｃ ）  受給済（ Ｄ ）  

添付書類 
複数世帯 単数世帯 複数世帯 単数世帯 

建設又は購入 200万円 150万円 契約書の写し  

その他 

（     ）  

補修 100万円 75万円

賃借 50万円 37. 5万円 50万円 37. 5万円

中規模 

半壊 

建設又は購入 100万円 75万円 100万円 75万円 

補修 50万円 37. 5万円  

賃借 25万円 18. 75万円 25万円 18. 75万円 

 申請額（ Ｃ －Ｄ ）      万円 

                                   」  

に改め、  

「  

災害名及び発災日  

世帯員数の確認 複数 ・ 単数  

被害状況の認定 
・ 全壊  ・ 半壊又は敷地の被害による住宅の解体 

・ 長期避難・ 半壊による大規模補修 

解体状況の確認  

」  

を  

「  

災害名及び発災日  

世帯員数の確認 複数 ・ 単数  

被害状況の認定 
・ 全壊  ・ 半壊又は敷地の被害による住宅の解体 

・ 長期避難・ 半壊による大規模補修・ 半壊による中規模補修 

解体状況の確認  

 

」  

に改める。  

附 則 



 

こ の要綱は、 告示の日から 施行し 、 改正後の大口町被災者生活再建支援金支給要

綱第２ 条第２ 号オの規定は、 令和２ 年７ 月３ 日以降に発生し た自然災害により 当該

被災世帯と なっ た世帯の世帯主に対し 、 適用する。  


